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◎ これまで警察官Ａ・Ｂ（１回目）のみで実施していた警察官（チャレンジコース）区分を設けます。 

◎ 警察官（男性）、警察官（女性）区分には警察業務に有用な資格をお持ちの受験者に対する資格加点制度があ

ります。 

 

１ 受付期間・試験日・試験会場・第１次試験合格者発表日・採用候補者発表日 

受 付 期 間 

【インターネット】 
７月３０日（金）午前９時 

～８月３０日（月）午後５時 

◎できるだけインターネットによる申込みをお願いします。 

◎期間内に正常に申込みが完了したものに限り受け付けます。申込みが完了すると 

 「申込完了通知メール」が送信されますので、必ず確認してください。 
【郵便・信書便】※持参による申込はご遠慮ください。 
７月３０日（金）～８月３０日（月） 
◎郵便又は信書便の場合は、８月３０日（月）までの消印等（８月３０日（月）まで

に受け付けたことが明確に確認できるもの）のあるものに限り受け付けます。 

※余裕を持って早めに申込み手続きを行ってください。 

◎受験申込書の人事委員会事務局への持参は、新型コロナウイルス感染防止のため、 

ご遠慮いただくようご協力をお願いします。 

第 １ 次 試 験 

 ９月１９日（日） 

◎ 開 場 時 刻   ８：２０ 

  ◎ 試 験 開 始 時 刻   ８：４０ 

  ◎ 試験終了予定時刻  １２：１０ 警察官（チャレンジコース） 

             １３：００ 警察官（男性）・警察官（女性） 

［試験会場］鳥取会場：鳥取県庁（鳥取市東町一丁目２２０） 

米子会場：国際ファミリープラザ（米子市加茂町二丁目１８０） 

第 １ 次 試 験 

合格者発表日 
 ９月３０日（木）午後２時（予定） 

第 ２ 次 試 験 

 １１月２日（火）～１１月５日（金）（予定） 
  ◎第２次試験の時間割は別途通知します。 

［試験会場］鳥取県警察本部庁舎（鳥取市東町一丁目２７１） 

      鳥取県警察学校（鳥取市伏野４６－５） 

採 用 候 補 者 

発 表 日 

 １１月２９日（月）午後２時（予定） 

鳥取県警察官採用試験 
（令和４年４月採用予定 警察官Ａ（２回目）） 

受  験  案  内 
 

 

 

大学卒業（見込）者対象 

◆鳥取県人事委員会◆  〒680-8570 鳥取市東町一丁目 271 鳥取県庁第二庁舎７階 

電話(0857)26-7553 FAX(0857)26-8119 インターネットhttps://www.pref.tottori.lg.jp/jinji/ 

◆上記内容は、新型コロナウイルスの感染状況等により変更することがあります。 

◆試験に関する変更等については人事委員会ホームページでお知らせしますのでご確認ください。 
https://www.pref.tottori.lg.jp/jinji/ 
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２ 試験区分・採用予定時期・採用予定者数・職務内容 
試験区分 採用予定時期 採用予定者数 職  務  内  容 

 警察官（男性） 

令和４年４月１日 

３名程度 警察官として、個人の生命、身体及び財産の保

護、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕

、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持

の任務に従事します。 

 警察官（女性） ２名程度 

警察官（チャレンジコース） ４名程度 

（注）１ 上記３つの試験区分のうち、１つを選んで受験してください。 

２ 第１次試験、第２次試験の成績がそれぞれ一定以下の場合は、第１次試験合格者なし又は採用候補者なしと

する場合もあります。 

   ３ 採用予定者数は、今後の欠員等の状況により変更になる場合があります。 

   ４ 警察官（チャレンジコース）については、性別を問いません。 

３ 受験資格 

（１）年齢要件及び学歴要件 
 昭和６１年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した人又は令和４

年３月３１日までに卒業する見込みの人（人事委員会が同等の資格があると認める人を含む。）。 

※「人事委員会が同等の資格があると認める人」については、８ページをご覧ください。 

（２）欠格要件 
 次のいずれかに該当する人は受験できません。 

   ・日本国籍を有しない人 

   ・地方公務員法第１６条等の規定により地方公務員となることができない人 

○地方公務員法附則（平成１１年１２月８日法律第１５１号）による経過措置としての準禁治産者 

    ○禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

    ○鳥取県の職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人 

    ○日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入

した人 

     

４ 試験内容 
（１）警察官（男性）及び警察官（女性） 

試 験 種 目 配 点 内            容 

第
１
次
試
験 

教養試験 150点 
警察官として必要な一般的な知識及び知能（社会科学・人文科学・自然科学に関する知識、

文章理解・判断推理・数的推理・資料解釈等の能力）についての大学卒業程度の筆記試験 

［多肢選択式･･･50問 2時間］ 

適性検査 － 職務遂行等に関する適性についての検査 

資格加点 20点 
別表１に掲げる資格等を有する者に対し、１分野10点（２分野以上の場合は20点）を加点し

ます。（資格加点の対象及び申請方法は別表１のとおり。） 

第
２
次
試
験 

人物試験 500点 個別面接による人物についての口述試験 

論文試験 200点 警察官として必要な識見、思考力、表現力などの能力についての筆記試験 ［1問 1時間］ 

身体検査 － 警察官の職務に求められる身体検査（検査項目は別表２のとおり。） 

体力検査 － 
警察官の職務に必要な基礎体力の検査 

（シャトルラン、反復横跳び、立幅跳び、上体起こし、長座体前屈、握力） 
（注）１ 試験の難易度は、大学卒業程度です。 

２ 第１次試験日に実施する適性検査の評価は第２次試験で行います。（第１次試験合格者のみ判定します。） 

   ３ 第２次試験は第１次試験合格者に対して行います。 

   ４ 第２次試験以降の手続は警察本部が実施します。 

   ５ 教養試験の例題及び論文試験の過去３年間の問題は、鳥取県人事委員会のホームページに掲載します。 

＜別表１＞ 資格加点の対象及び申請方法（警察官（男性）、警察官（女性）受験者のみ） 

対 象 

分 野 資格・免許・検定（資格等） 証明書類 

英 語 実用英語技能検定（英検） 2 級以上 

TOEIC 470点以上 

（団体特別受験制度（IP テスト）によるものを除く） 

TOEFL(PBT) 460点以上 

TOEFL(CBT) 140点以上 

TOEFL(iBT) 48点以上 

国際連合公用語英語検定試験 C級以上 

合格証明書、 

公式認定証、 

スコアレポート

など 
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中 国 語 中国語検定試験 3 級以上 

漢語水平考試 4級以上かつ 180点以上（平成 21年 12月 13日以前に実

施された試験については 3級以上） 

TECC 400 点以上 

韓 国 語 ハングル能力検定試験 準 2級以上 

韓国語能力試験 4 級以上 

柔 道 2 段以上（公益財団法人講道館の段位に限る） 段位証書、段位

証明書など 剣 道 2 段以上（一般財団法人全日本剣道連盟の段位に限る） 

財 務 日商簿記検定試験 2級以上 合格証書など 

情報処理 情報処理安全確保支援士試験又は情報処理技術者試験により取得した

経済産業省管轄の国家資格 

申請方法 

１ 資格等の申請 

   受験申込書に申請する資格等について記載し、資格等を証明する書類の写し（Ａ４用紙に複写し

たもの）を受験申込書と一緒に提出（インターネットにより申し込む場合はファイルを添付）して

ください。 

２ 第１次試験当日 

   資格等を証明する書類の原本を第１次試験に持参してください。 

※受験申込時に取得済みで、かつ資格等を証明する書類がある資格等に限ります。 

※受験申込書に資格加点の記載がない場合、受験申込時に証明書類の写しの提出がない場合、第１次試

験時に証明書類の原本により資格等の確認ができない場合は加点されません。 

 ＜別表２＞ 身体検査の項目及び基準一覧表 

検査項目 基準 
視    力 両眼とも、裸眼視力が0.6以上であること、又は矯正視力が1.0以上であること。 
色    覚 職務執行に支障がないこと。 
聴    力 職務執行に支障がないこと。 
一般内科系検査 職務執行に支障がないこと。 
四肢の運動機能 職務執行に支障がないこと。 

※一般内科系検査にはレントゲン検査もあります。 

（２）警察官（チャレンジコース） 

試 験 種 目 内            容 

第
１
次 

試
験 

基礎能力試験 職務に共通して求められる基礎的な能力についての筆記試験（ＳＰＩ３（基礎能力のみ）） 

［多肢選択式･･･70分］ 
適性検査 職務遂行等に関する適性についての検査 

第
２
次
試
験 

人物試験 個別面接による人物についての口述試験 
論文試験 警察官として必要な識見、思考力、表現力などの能力についての筆記試験［１問 １時間］ 

身体検査 警察官の職務に求められる身体検査（検査項目は別表２のとおり。） 

体力検査 警察官の職務に必要な基礎体力の検査 
（シャトルラン、反復横跳び、立幅跳び、上体起こし、長座体前屈、握力） 

（注）１ 試験の難易度は、大学卒業程度です。 

２ 第１次試験日に実施する適性検査の評価は、第２次試験で行います。(第１次試験合格者のみ判定します。) 

   ３ 第２次試験は第１次試験合格者に対して行います。 
   ４ 第２次試験の配点は、人物試験 500点、論文試験 200点です。 
   ５ 第２次試験以降の手続は警察本部が実施します。 

   ６ 論文試験の過去３年間の問題は、鳥取県人事委員会のホームページに掲載します。（警察官 A（１回目）実施分のみ） 

５ 第１次試験合格者及び採用候補者の決定方法 

（１） 第１次試験合格者 

ア 警察官（男性）及び警察官（女性） 

第１次試験の教養試験と資格加点の得点を合計した得点の高い順に決定します。 

 なお、第１次試験の教養試験には一定の基準があり、この基準に満たない場合は不合格とします。 

 また、適性検査を受験しなかった場合も不合格とします。 

イ 警察官（チャレンジコース） 
第１次試験の基礎能力試験の得点の高い順に決定します。 

   なお、第１次試験の基礎能力試験には一定の基準があり、この基準に満たない場合は不合格とします。 
   また、適性検査を受験しなかった場合も不合格とします。 

（２） 採用候補者 

ア 警察官（男性）及び警察官（女性） 

第１次試験の教養試験と資格加点の得点にかかわらず、第１次試験で実施する適性検査の結果と第２次試験の結果に

より決定します。 
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なお、適性検査及び第２次試験には一定の基準があり、この基準に満たない場合は、第２次試験の合計得点にか

かわらず不合格とします。 

イ 警察官（チャレンジコース） 
第１次試験の基礎能力試験の得点にかかわらず、第１次試験で実施する適性検査の結果と第２次試験の結果により決

定します。 

なお、適性検査及び第２次試験には一定の基準があり、この基準に満たない場合は、第２次試験の合計得点にか
かわらず不合格とします。 

（３）証明書等 

採用候補者の決定後、採用までに受験資格の確認のため卒業証明書等を提出していただく場合があります。 

なお、申込書等の記載事項に虚偽、錯誤又は脱漏があると、採用されない場合があります。 

【申込から採用までの流れ】 

 

 

 

 

 

６ 第１次試験合格者及び採用候補者の発表 

第１次試験合格者及び採用候補者の受験番号を鳥取県人事委員会のホームページに掲載し、併せて県庁本庁舎及

び警察本部庁舎の１階屋内掲示板に掲示するとともに、第１次試験合格者及び採用候補者に通知します。 

７ 試験結果の開示 

 この採用試験の結果については、鳥取県個人情報保護条例第 19 条第１項の規定により、口頭で開示を請求すること

ができます。開示の内容は次の表のとおりです。ただし、いずれかの試験において成績が設定された基準に満たな

かった場合には順位はありません。 

 なお、第２次試験の開示手続等の詳細については、鳥取県警察本部警務課人事第二係（警察本部（代表）

0857-23-0110）までお問い合わせください。 

開示対象の試験 開示請求ができる人 開 示 の 内 容 開 示 期 間 開  示  場  所 

第１次試験 

受験者本人又は代理人 

試験種目ごとの得点及び
合計得点並びに順位（警察
官（チャレンジコース）に
あっては、順位のみ） 

第１次試験合格者

発表日から１年間 

鳥取県人事委員会事務局 

（県庁第二庁舎７階） 

第２次試験 
試験種目ごとの得点及び

合計得点並びに順位 

採用候補者発表日

から１年間 

鳥取県警察本部警務課 

（警察本部庁舎３階） 

試験結果の開示の請求は、受験者本人が運転免許証、学生証等の写真により本人であることが確認できるものを携帯

して、直接開示場所へおいでください。電話、はがき等による請求では開示できませんので注意してください。 

 受験者本人が、病気等やむを得ない事情により来庁できない場合は、代理人による開示請求も可能です。手続等の

詳細については、鳥取県人事委員会事務局までお問い合わせください。 

 また、希望者には郵送により試験結果を通知しますので、通知を希望する受験者は、第１次試験日当日に 84円切手

を貼った受取先明記の通知用封筒［長形３号（12.0㎝×23.5㎝）］を持参してください。試験当日に通知用封筒を持

参しなかった場合は、郵送による開示請求はできません。 

８ 採用方法及び給与等 

（１）採用方法 

 採用候補者は、鳥取県警察本部長が作成する採用候補者名簿に成績順に登載されます。鳥取県警察本部長は、欠員等の状

況を考慮しながら、名簿に登載された人のうちから採用者を決定します。 

なお、採用候補者名簿は、名簿確定の日から原則として２年間有効です。 

（２）採用時期 

 採用は、原則として令和４年４月１日の予定です。ただし、成績下位の者については、欠員等の状況により、令

和４年４月２日以降の採用となる場合があります。 

（３）採用後の処遇 

 採用後は、巡査に任命され、見習生として警察学校に入校し、所定の初任教育を受けた後、それぞれの勤務地に

配属されます。 

 また、実力次第で管区警察学校又は警察大学校に入校して幹部としての教育を受ける機会を与えられ、上位の階

級へ昇進する道が開かれています。 

（４）給与 

令和３年４月１日現在における初任給は、月額 219,800円です。 

一定の職歴等がある人は、その経歴に応じて所定の金額が加算されます。 

昇給は、原則として毎年１回行われます。 

第１次試験 第１次試験 

合格者発表 

第２次試験 採用候補者 

発  表 

鳥取県人事委員会 鳥取県警察本部 
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このほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当などの諸 手当がそれぞれの条件に

応じて支給されます。 

採用時までに給与改定等があった場合は、それによります。 

（５）勤務場所における受動喫煙防止措置等 
敷地内禁煙 

９ 受験申込手続 

（１）インターネットにより申し込む場合 

 鳥取県の電子申請サービスのトップページ（https://s-kantan.com/pref-tottori-u/）       にアクセスし、画面

上の注意事項に従って申し込んでください。 

＊注意事項 

・受験票作成にプリンタが必要です。お持ちでない場合はコンビニエンスストアのプリントサービス等をご利

用いただくか、郵送・信書便等により申込みをお願いします。 

・ご使用の機器や環境によっては、一部対応できない場合があります。 

・資格加点を希望される申込者は、資格等を証明する書類の写しのファイルを添付してください。 

  【申込手順】 

①パソコン、スマートフォンの環境設定 

 「pref-tottori@s-kantan.com」からのメールを受信できるように設定してください。 

 なお、スマートフォン以外の携帯電話からの申込みはできません。 

②受験申込み 

 申込みが完了すると、「申込完了通知メール」、「審査完了通知メール」の電子メールが順次、申込みの際

に登録したアドレスに送信されます。 

 申込後直ちに「申込完了通知メール」の電子メールが届かない場合又は申込後２日（土曜日、日曜日及び祝

日を除く。）経っても「審査完了通知メール」の電子メールが届かない場合は、鳥取県人事委員会事務局まで

お問い合わせください。 

 これらの電子メールに記載されている整理番号とパスワードは受験票作成の際に必要ですので、メールを削

除しないように注意してください。 

③受験票の作成 ※９月 10日（金）頃に申込みの際に登録したアドレスに電子メールが送信されます。 

 次の方法により受験票を自分で作成し、試験当日に持参してください。 

・「受験票作成依頼メール」の電子メールが届いたら、鳥取県の電子申請サービスのトップページ

（https://s-kantan.com/pref-tottori-u/）にアクセスし、画面上部にある「申込内容照会」をクリック

します。 

・「申込完了通知メール」に記載されている整理番号とパスワードを入力し申込内容を表示させます。 

・受験票様式（ＰＤＦファイル）をダウンロードのうえ印刷します。 

・印刷した様式から切り取り線に沿って受験票を切り取り、写真を貼ります。 

※ 「受験票作成依頼メール」は、９月 10日（金）頃に送信されます。 

 その際、鳥取県人事委員会のトップページ（https://www.pref.tottori.lg.jp/jinji/）とメールマガジン「鳥取県職

員採用試験情報」でお知らせします。 

（２）郵便又は信書便により申し込む場合 

提 出 書 類 

①申込書 １部 

 記載要領をよく読んで、受験申込書・受験票に必要事項を記入の上、提出してください。 

（写真の貼付、履歴書等は申込時には不要です。） 

※ 申込みできる試験区分は、１つに限ります。 

※ 資格加点を希望される申込者は、資格等を証明する書類の写しを提出してください。 

②返送用封筒 １通 

 受験票を郵便により返送するため、84円分の切手を貼り、受験票の受取先を明記した封筒 

〔長形３号（12.0㎝×23.5㎝）〕を併せて提出してください。 

申 込 先 

鳥取県人事委員会事務局 

  所在地：鳥取市東町一丁目271 鳥取県庁第二庁舎７階 電話(0857)26-7553 

宛先：〒680-8570 鳥取市東町一丁目271 鳥取県人事委員会事務局 

  ※ 封筒の表に赤字で「警察官Ａ受験」と書いてください。 

  ※ 郵便の場合、特定記録などによるのが確実です。 

 万が一未着等の事故が発生しても、受付期間内に郵便又は信書便で申し込んだことが明確

に確認できない場合は、理由の如何を問わず受理しません。（郵便局又は信書便事業者で交

付される受領証等は、受験票が届くまで大切に保管しておいてください。） 

  ※ 受付期間内に郵便又は信書便で申し込んだ場合であっても、切手料金不足等により申込者

に返送され、結果的に受付期間外の申込みとなった場合など、申込者の責による申込みの遅

延等の場合、理由の如何を問わず受理しません。 
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受験票の交付 
  受験票は、提出いただいた返送用封筒により後日郵送しますが、９月10日（金）までに到着し

ないときは、鳥取県人事委員会事務局までお問い合わせください。 

 

受験申込書記載要領 

  黒又は青のボールペン・万年筆を用い（鉛筆は不可。）、※欄（受験番号、人事委員会処理欄）を除く全ての欄
にもれなく記入してください。 
該当する□の中には、レ印を付し、その他の該当する項目は○で囲んでください。 
記載事項に不正があると受験が無効となる場合があります。 
また、受付期間終了後は、申込内容の変更はできません。 

〔試験区分〕 
   鳥取県警察官採用試験は、３つの試験区分に分かれていますので、受験する区分を１つ選んでください。 

［性別］ 
   警察官（チャレンジコース）の申込者のみ記入してください。 

〔現住所及び緊急連絡先〕  
棟、号室まで正確に記入してください。携帯電話をお持ちの場合は、その電話番号と電子メールアドレスも記入

してください。緊急連絡先が現住所と同じ場合は、「同上」と記入してください。 

〔第１次試験合格通知宛先〕  
現住所と異なる場合は、受取先住所の郵便番号、住所、氏名を正確に記入してください。現住所と同じ場合は

記入不要です。 
 〔学歴〕  

学歴欄には最終学校名及びその直前の学校名について記入してください。また、受験資格を満たす学歴につい
ては、必ず記載してください。専修学校については、４年制のものに限ります。 

 なお、「卒業見込」とは来春卒業見込みのことを、「在学」とは来春以降も在学可能であることをいいます。 
 〔資格加点〕 

警察官（男性）、警察官（女性）の申込者のうち資格加点の希望者のみ記入してください。 

１０ 個人情報の取扱い 

本試験の実施に際して収集する個人情報については、次の目的以外には利用しません。 

 ① 採用試験及び採用に関する事務に利用します。 

 ② 個人が特定できないように処理した上で、今後の募集活動のための資料として利用します。 

第 １ 次 試 験 に 関 す る 注 意 事 項 

１ 試験当日は、必ず試験開始時刻までに掲示や係員の指示に従って試験室に入室してください。 
 ２ 受験の際は受験票、筆記用具（ＨＢ又はＢの鉛筆、よく消える消しゴム）、時計（計時機能だけのものに限り

ます。試験時間中に携帯電話を時計として使用することは認めません。）、資格等の証明書類の原本（資格加点
の希望者のみ。）を持参してください。 

３ 新型コロナウイルス感染防止対策にご協力をお願いします。あらかじめ７ページを必ずご確認ください。 
当日は、各自マスク（原則として無地のもの（製造者・販売者の表示は可））を正しく着用してください。 
換気のため窓を開放しますので、温度調節のできる服装でお越しください。 

４ 試験会場及びその周辺に駐車場はありませんので、試験会場へは、公共交通機関等を利用してお越しください。 

５ 試験実施に関する緊急連絡事項がある場合は、鳥取県人事委員会のホームページ及びメールマガジン『鳥取県
職員採用試験情報』でお知らせしますので、事前に確認の上、試験会場へお越しください。 

    

試 験 会 場 案 内 図 

（鳥取会場） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（米子会場） 

※ＪＲ鳥取駅より徒歩約２５分                 

バス停「県庁日赤前」 徒歩５分 

 ※ＪＲ米子駅より徒歩約１５分 
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【必ずお読みください】 鳥取県警察官採用試験 受験者の皆さまへの大切なお知らせ 

現在、新型コロナが大変うつりやすくなっており、鳥取県内外で猛威を振るっています。 

感染を防止し、また皆さまに万全の体調で安全に受験いただくため、ご協力をお願いします。 

（鳥取県新型コロナウイルス感染症特設サイト（https://www.pref.tottori.lg.jp/corona-virus/）をご確認ください。） 

 

１．試験前の体調管理と感染予防の徹底 

こまめな手洗い、マスクの着用、咳エチケット、こまめな換気、密閉・密室・密集を避ける、免疫力を高めるた

めの十分な睡眠、適度な運動やバランスのとれた食事をとる等、新型コロナウイルス感染予防を徹底し、体調管理

に努めてください。 

特に試験前２週間は、会食などの感染のリスクが高い行動を避け、不要不急の外出は控えてください。 

風邪症状（発熱・咳等）がある場合は、あらかじめ医療機関を受診して適切な治療を受けてください。 

（鳥取県内にお住まいの方へ） 

県境を越えた移動は、必要不可欠な場合を除き、行わないでください。 

（県外から来県・帰県された方へ） 

家族であっても食事の時間や場所を分けるなど家庭内での感染予防を徹底し、倦怠感やのどの違和感、発熱、

味覚・嗅覚等少しでも違和感を自覚した場合は出歩かず、「受診相談センター」や「接触者等相談センター」に

相談してください。 

家庭内での感染予防が難しい場合は、ホテル等の宿泊施設の利用もご検討ください。 

現在、鳥取県では、緊急事態宣言地域・まん延防止等重点措置地域から来県される方には、来県前に検査受診

をお願いしておりますので、ご協力をお願いします。 

 

２．試験当日の感染防止 

（１）マスクの着用等 

試験当日は、写真照合など試験係員が指示する場合を除いてマスクを正しく着用するとともに、咳エチケット

を徹底してください。なお、マスクは無地のものに限ります（製造者、販売者の表示は可）。 

   また、マスク着用に伴いこまめな水分補給など熱中症予防行動を心がけてください。 

（２）手指消毒、手洗い等 

   試験会場に消毒液を設置しますので手指消毒を行ってください。 

   携帯用手指消毒液の持参は差支えありません。（試験時間中は鞄等にしまってください。） 

（３）試験会場の換気 

   試験会場は、原則として常時換気を行います。室温の高低に対応できるよう服装に注意してください。 

（４）検温 

   試験会場入口で検温を行います。なお、３７．５度以上の発熱が確認された場合は受験できません。 

（５）密集、会話の回避 

   受付、トイレ前等での密集を避けるため、人と人との距離を十分に確保し、試験係員の指示に従ってください。 

   休憩時間においても密集を避け、会話（声を発すること）は慎んでください。 

（６）体調不良の方 

  ①以下の方は当日の受験を控えてください。 

    ア 新型コロナウイルス感染症に罹患し治癒していない方 

    イ 保健所から「濃厚接触者」として判断され、自宅待機を要請されている方 

ウ 以下のいずれかの症状があり新型コロナウイルスの感染が疑われる方 

        ・発熱         ・軽度であっても咳などの風邪の症状が続く 

        ・強いだるさ（倦怠感） ・息苦しさ（呼吸困難） 

  ②試験会場において風邪症状等の見られる方には、別室へ移っていただくことがあります。 

  ③試験中に体調に異常を感じた際は速やかに試験係員に申し出てください。 

  ④欠席者向けの再試験等は予定しておりません。 

（７）その他 

   他の部屋等には立ち入らないようにしてください。 

 

３．試験終了後の注意 

  後日受験者の中から新型コロナウイルス感染者が確認された場合には、受験者情報を保健所に提供します。 

  保健所等から連絡があった際は、その指示等に従ってください。皆さまの安全確保のためご理解をお願いします。 

 

今後の感染状況により、上記以外にも何らかの対応をお願いすることがありますが、ご理解とご協力をお願いします 
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人事委員会が同等の資格があると認める人の範囲一覧 

警察官採用試験における学歴要件「人事委員会が同等の資格があると認める人」の範囲は以下のとおりです。 

なお、これに該当する場合は、警察官Ａの対象となり、警察官Ｂの区分では受験することができませんので、ご注意

ください。 

 ・国立看護大学校看護学部の卒業者 

 ・気象大学校大学部（修業年限４年のものに限る）の卒業者 

 ・海上保安大学校本科の卒業者 

 ・独立行政法人大学評価・学位授与機構法による独立行政法人大学評価・学位授与機構からの学士の学位の取得者 

 ・防衛省設置法による防衛大学校の卒業者 

 ・国立大学法人法による国立大学法人筑波大学理療科教員養成施設（旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及

び理療科教員養成施設を含むものとし、学校教育法による短期大学又は特別支援学校（平成 18年法律第 80号によ

る改正前の学校教育法による盲学校及び聾学校を含む。）の専攻科卒業後の２年制の課程に限る。）の卒業者 

 ・独立行政法人水産大学校法による独立行政法人水産大学校（「高校３卒」を入学資格とする４年制のものに限る。）

の卒業者 

 ・独立行政法人航空大学校法による独立行政法人航空大学校（旧航空大学校を含むものとし、昭和 62年８月以降の「短

大２卒」を入学資格とする修業年限２年以上のものに限る。）の卒業者 

 ・外国における大学等の卒業者（通算修学年数が 16 年以上となるものに限る。） 

 ・旧琉球教育法による大学の４年課程の卒業者 

   ・旧司法試験（平成 14 年法律第 138 号附則第７条第１項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法

による司法試験をいう。）の第２次試験の合格者 

 ・公認会計士法による公認会計士試験の合格者 

 ・平成 15年法律第 67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第２次試験の合格者 

 ・保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所（同法による看護師学校の

卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限 1年以上のものに限る。）の卒業者 

・職業能力開発促進法による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程（「短大２卒」を入学資

格とする修業年限２年以上のものに限る。）又は職業能力開発総合大学校の長期課程（旧職業能力開発大学校の長期

課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課

程を含む。）の卒業者 

・都道府県立農業者研修教育施設（農業改良助長法施行令第３条に基づき農林水産大臣の指定する教育機関をいう。）

の研究課程（「短大２卒」を入学資格とする修業年限２年以上のものに限る。）の卒業者 

・都道府県立農業講習施設（「短大２卒」を入学資格とする修業年限２年のものに限る。）の卒業者 

・森林法施行令第９条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関（「短大２卒」を入学資格とする修業年限２年

のものに限る。）の卒業者 

・旧鯉渕学園専門課程（修業年限４年のものに限る。）の卒業者 

・旧電気事業主任技術者資格検定規則による第１種資格検定試験の合格者 

・学校教育法による大学に置かれる夜間の学部の修了者又は通信教育の課程の修了者 

・学校教育法施行規則第 155条第１項第５号の規定に基づく文部科学大臣告示により大学院入学資格が認められる専

修学校専門課程の修了者 

・学校教育法第 102条第２項の規定により大学院に入学したことのある者、又は在学中の者（飛び入学） 

・その他「職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則」の規定により、基準学歴区分「大学卒」の資格を有す

ると認められる者 

〈参考〉各試験区分における前回の鳥取県警察官採用試験（警察官Ａ）実施結果 

                    令和２年度６月（１回目）、９月（２回目）実施  

 

試験区分 
第１次試験 
受験者数（Ａ） 

第１次試験 
合格者数 

採用候補者数
（Ｂ） 

受験競争率 
（Ａ）/（Ｂ） 

男性 
１回目 ３９ 名 ３４ 名 １３ 名 ３．０ 倍 

２回目 １２  １０  ２  ６．０  

女性 
１回目 １４ 

 
１２ 

 
７ 

 
２．０   

２回目 ２  ２  １  ２．０  

チャレンジコース 
1回目 ７  ７  ４  １．８  

2回目 -  -  -  -  


